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「スポーツ組織にフランスにおける

関する1940年12月20日の法律

の成立について第2498号」

司*健藤斉

はじめに

スポーツ組織に関する1940年の法律の成立過程

スポーツ組織に関する1940年の法律の内容

お わ り に

二

三

四

めじは

フランスは，歴史的にスポーツ法制度の整備が進んで、いる。特に，スポーツに関する法律に

ついては， 1984年にいわゆるスポーツ基本法がそれまでのスポーツに関係する諸法令を整備・

このようなフランスにおけるスポーツ法の発展がどのように生じたのか統合して制定された。

フランスにおける最初のスポーツに関する法律がどのようにして成立しを検討する場合には，

フランスにおける最初のスポーツに関すたのかを検討することが研究課題としてあげられる。

る総合的な法律は， Iスポーツ組織に関する1940年12月20日の法律第2498号J(以下11940年法」

この1940年法の成立の過程を概観し(二)，次に， 1940年法の内容を分と略す)である。本稿は，

析する(三)ことによって， 1940年法の成立について検討することを目的とするものである。

スポーツ組織に関する1940年の法律の成立過程

ドイツ軍がポーランドに侵攻す1939年 9月3日，ヴィシ一体制の成立とその基本政策

ドイツ軍は， 1940年第二次世界大戦が始まった。ドイツに宣戦を布告し，フランスは，ると，

レイノー内閣が総辞職し，対独降伏，休戦を主張す6月15日には，6月14日にパリに入城し，

フランス南部のドイツ軍非ヴィシーに移転し，6月30日，るペタン内閣が成立した。政府は，

7月10日，上下両院の合同の国民議会で憲法的法律が可決され，第三共占領地帯を統治した。
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和政が廃止され，ペタンにフランス国憲法制定の全権が付与された。ペタンは， Iフランス国主

席Jとなり，三権を掌握し，議会を無期停会とした。ここに「ペタン独裁体制=ヴィシ一体制」

(中木 p.129)が成立したのである。また，ドイツとの関係においては，初期のヴィシ一体制は，

敗戦によって外部からファシズムが移植されたのではなく(中木 p.131)， I表面的には対独協力

を装いつつも， 自らの意d思に基づ、く左翼抑圧以外には実質的には消極的な態度J(中木 p.131)

をとった。ペタンは， I家族・労働・祖国」をスローガンに， I家父長制的家族連帯主義への復

帰J(中恋 P 日6) をはかり， I農民・手工業者層を伝統的身分制社会の支柱J(中5p則に

し， I伝統的身分制支配秩序の構築」をめざしたのである。

以上のヴィシ一体制の基本政策は，教育政策に関しても反映した。ペタンは， I国民教育の改

革J(Petain p.249)を，政府の最重要な政策課題とした。特に，フランスの敗北の原因として，

ヴィシ一体制以前の教育観としての「個人主義」や「知識主義」を改める必要を強調した。知

識主義的な教育だけでは， 自然に精神力，勇気および規律などがみにつくものではないこと，

また学校による教育だけではなく，家族による教育が重要なことが主張された (Petainp.249)。

個人主義に対しては，個人主義とは総花的な幻想にすぎず，個人は， I家族，社会，祖国」の中

にあってはじめて存在するものであることをあらためて教育するべきことが主張された

(Petain p. 250)。このため，ペタンは，今までの教育観の中でフランス民族に養われてこなか

った人間の美徳である「健康，勇気，規律」を取り戻すために， Iスポーツ的な青少年(jeunesse

sportive) Jの育成を重視したのである (Petainp. 252)。

2 ボロトラ委員会 ヴィシ一政府の基本政策及ぴ教育政策は，スポーツ政策及ぴその行政

組織に反映された。 1940年 8月7日に，体育およびスポーツに関する役務を担当する中央行政

機関として「体育・スポーツ統括委員会」が， I体育・スポーツ統括委員会の設置に関する1940

年 8月7日の法律」により設置された。そして，同委員会の長に，ジャン・ボロトラ(Jean Borotra) 

が任命された。これ以後，フランスにおける最初のスポーツに関する諸法律の起草がボロトラ

によって推進されることになった。

ボロトラは，パス=ピレネ一地方のアルボンヌで1898年 8月13日に生まれた。 1916年に軍に

志願し， 1917年に121砲兵連隊に所属し，第一次世界大戦の終戦には，大戦十字勲章を受けた。

両大戦間期には，ボロトラは， 2つの輝かしい経歴を残した。第一に，理工科学校の卒業生で

ある彼は，フランス石油・燃料会社でスピード出世したエリートであった。第二に， 1927年か

ら1932年までのデビスカップを，ラコステ，コシェ及びブリュニョンとともに連続6回も優勝し

た。ボロトラは，テニスを通して，社会的に有名になり，有効で、永続的な人間関係を築いてい

った。また，イギリス国会議員の娘であるメイベル・ドゥ・フォレ (Mabelde Forest) と結婚
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したボロトラは，英国への愛着とドイ、ソへの疑念を大戦間期に強めていった (Gay-Lescot p. 

20)。

フランスがドイツに宣戦布告したとき，ボロトラは，予備役将校として，再ぴ第232砲兵連隊

に復帰した。しかし， 1940年 5月6月の戦いで破れ，ヴィシーへ脱出することになった。そし

て， 1940年 8月にペタンにより体育・スポーツ統括委員会の長に任命されたのである。自らも

軍人であったボロトラは，第一次世界大戦の英雄であるペタンに対する忠誠を持っていた。ボ

ロトラは，ペタンへの堅い忠誠と引換に，自らの委員会をヴィシ一政府の中で自律的に運営し，

委員会の長としての権限によって，自分の考えをその後のスポーツ政策に反映させたのである。

このため，この委員会は， Iボロトラ委員会J(Gay-Lescot p. 20)と呼称されるほどであった。

3 スポーツに関する諸法律の制定 一般的に，スポーツ組織に関する1940年の法律がフラ

ンスにおける最初のスポーツに関する法律として指摘される。しかし，ヴィシ一政府は同年代
1)，16) 

にスポーツに関する法律をその他にも制定している。第一に， 1940年 8月7日の法律により設

置された体育・スポーツ統括委員会は， 1940年11月12日の「公教育スクレタリヤ・デタ(注 1) 

の中央行政組織に関する法律」により，公教育スクレテール・デタの内部組織となり，名称も，

「総合教育・スポーツ統括委員会 (commissariatgeneral a l'education genetale et aux sports) 

と変更された。総合教育・スポーツ統括委員会には，軍人としては，モスニー (Mosny)，メゾ

ンヌーヴ (Maisonneuve)，パスコ (Pascot)，スフレ (Soufflet)が，また軍人以外では，シュパ

リエ(Chevallier) (注2)が役職についた (Gay-Lescot p. 27)。第二に， 1940年11月13日の「国

民スポーツ施設の建造のための支出の投下の許可に関する法律」を制定させることにより， 19 

億フランの財政支出(注3)を獲得した。第三に， 1940年11月7日の「スキー教育に関する法律」

が制定され，スキー学校を開設したり，スキー教育を行うためには，公教育スクレテール・デ

タの許可が必要なことが定められた。また，違反者には， 50から5000フランの罰金を，再犯者

には，さらに14日から 2カ月の拘禁が科された。第四に， 1940年11月13日の「ジョアンビル体

育高等師範学校の再建工事に関する法宗」が，同校の再建工事のために制定され， 8千万フラン

の支出が許可された。スポーツ組織に関する1940年12月20日の法律は，以上の法律の後に制定

されたものである。同法は，私的なスポーツ活動を総合的に規律する法律としては，初めての

ものであったのである。また，同法は，その総合的且つ規範的な規定の内容から「スポーツ憲

章J(Gay-Lescot p. 31) と称された。

4 1940年法の制定の背景 ウVシ一体制では，議会が無期停会となったため， 1940年法の

議会審議はなかった。従って， 1940年法は，ボロトラ委員会を中心に立法作業がすすめられた。
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また， 1940年法は，ヴィシ一体制発足後のわずか数カ月間で起草された。

1940年法の主な制定の背景としては，次のことが指摘できる。すなわち，第一に，ボロトラ

は，第二次世界大戦以前にスポーツに起こっていた「フ。ロフェショナリズム」の弊害を規制す

るために1940年法を制定したということである (Gay-Lescot p. 31)。フランスでは，両大戦間期

に，フットボールなどを職業とするプロ・スポーツが生成した (Wahlp. 173)。しかし，ボロト

ラは，彼の信念として，スポーツ選手が，スポーツを職業とすることを許せなかったのである

(Gay-Leseo!P31)。ボロトラにとって，スポーツとは国家に役立つ「現代のa騎士i道萱(ωche児e肝evale耐凶e町凶ri

mod白erneω)J (注4削) (侶Gay-ト一Lesc∞otp.3幻2)でで、なければならなカか込つたのでで、ある。

フランス・フットボール連盟では，報酬を受けるスポーツ選手に関して自ら検討を行うため，

1929年 1月12日に， Iフ。ロフェショナリズム検討委員会J(Wahl p.250) を設置していた。しか

し，同委員会は有効な策を講じることができなかった。そこでボロトラは，フランス・フット

ボール連盟及び同委員会の対応、に満足せず，フランス・フットボール連盟の会長にプロフェシ

ョナリズム検討委員会を通してプロフェショナリズムにかかわる問題の再検討を依頼したので

ある (Gay-L慨す P机しかし，フランス・フットボール連盟の会長からの返答は，態度の引

き延ばしをするための暖昧なもので、あった (Gay-L蹴 0!P34)。これに対してボロトラは， 1940 

年 8月15日に， Iアマチュアリズム及びプロフェショナリズムに関する熟考委員会」を体育・ス

ポーツ統括委員会内に設置し，プロフェショナリズムに関する対策を検討したのである (Gay-

Lescot p. 31)。その結果， 1940年法では，プロフェショナリズムの弊害を是正しないでいたスポ

ーツ連盟に対しては，国の監督を強化する措置がとられたのである (Gay-Lescot p. 31)。

第二に，ボロトラは，スポーツ連盟の上層部の指揮者に蔓延していた「選挙重視主義(electora-

lisme) J (Gay-Lescot p.28) または「選挙の際の支持者集め主義 (clientelismeelectoral) J (Gay 

-Lescot p. 31)をあらため，スポーツ連盟の退廃をくいとめたかった。連盟の上層部の指揮者の
3) 13) 

中には，自らのスポーツ連盟での業績とは関係なく，選挙の際の支持者集めなどのために終身

的に公職を保持し続ける者がいた。このため，このような者を連盟上層部から排除したかった

のである。 1940年法では，スポーツ連盟の役員会の構成員の半数と会計担当を公教育スクレテ

ール・デタにより選任きれなければならないこと(7条)などを定め，スポーツ連盟の役員会の

構成に国が介入できるようにしたのである。

第三に， 1940年法は，スポーツ連盟側の王張も一部採用しだ。すなわち，スポーツ連盟は，

数年来，スポーツ手帳の確立，スポーツ活動を行う前の医学上の監督の義務化，スポーツ保険

の確立を主張してきた (Gay-L問。!P36)。このことが通り 1940年法では， I競技会に参加する

スポーツ非営利社団のすべての構成員は，スポーツ手帳以外に，スポーツ登録証を備えていな

ければなら」ず， Iスポーツ登録証は，健康診断の後でなければ与えられなJ(第12条)くなった。
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また，スポーツ登録証は，関係するスポーツ連盟による年間の登録料を生じた。スポーツ連盟

側としては，スポーツ手帳に健康診断結果を記載きせることで競技会での安全を確保し，且つ

会員の登録率と登録料収入を高めたかった。ヴィシ一政府側としては，スポーツ手帳とスポー

ツ登録証を会員が合わせ持たなければならないことによって，スポーツ連盟の会員の管理とそ

の者の健康の管理を確保することができたのである。

第四に， 1940年法は，スポーツ運動組織を国の管理監督下に置くために制定されたといえる。

但し，このことは，ヴィシ一体制に固有のことではなかった。スポーツ運動組織の拡大及ぴ発

達は，国家によるスポーツの政治的，教育的，軍事的な利用の意義を増大させ，戦前より，フ

ランス政府は，①スポーツ集会またはスポーツ暴動に対して警察権を行使して治安維持的介入

を行うこと(注 5)，②兵役前教育，健康体力の増進，教育的効果，労働生産性向上の視点にた

った身体的状態の改善策を講じること，③オリンピック等での好成績をあげることで国家的な

威信を高めることなどのスポーツ政策を行ってきた。このようなスポーツ政策の動きが，ヴィ

シ一体制でも継続されたのである。そして，人民戦線政府によるスポーツ政策(注6)の失敗，

戦争及び敗戦による身体教育または兵役前教育重視の考えの支持，ペタンの教育政策観，ボロ

トラのスポーツ政策観などを背景として，スポーツ組織に対する国家管理的な傾向がきらに強

まり，スポーツに関する特別な法律の制定を導いたのである。

5 ドイツの対応 ヴィシ一政府によるスポーツ組織の改革に対しては， ドイツは警戒心を

持っていた。 1940年法は， 1940年12月20日に審署されるが，官報に公示されるのは1941年4月

8日であった。これは， ドイツが， 4カ月間， 1940年法の公示を遅らせたからであった。また，

ドイツ政府によりボロトラは，ノfリに召喚され1940年法制定の事情を確認させられている (Gay

-Lescot p. 43)。つまり 1940年法は， ドイツの積極的な関与で制定されたのではなく，フランス

側主体のもとに制定されたのである。

ー スポーツ組織に関する1940年の法律の内容

1 スポーツ非営利社団 1940年法は， Iスポーツ非営利社団(associationsportive) Jという，

スポーツに関わる新しい私法上の団体を規定している。 1940年法以前は，スポーツ活動を非営

利的に行う団体は， I非営利社団 (associati on)契約に関する1901年 7月1日の法律J(以下11901

年法」と略す)により非営利社団とみなされてきた。しかし， 1940年法は，スポーツ活動を行う

非営利社団を一般の非営利社団から区別し，非営利社団が， Iーまたは複数のスポーツまたは身

体運動の実践を習慣的または二次的に組織するとき，スポーツ非営利社団J(2条)であると規
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定したのである。そして， 1940年法は， 1901年法により一般の非営利社団に保障された結社の

自由を，スポーツ非営利社団については大幅に制限した。すなわち，すべてのスポーツ非営利

社団は，公教育スクレテール・デタの承認を得た後に限り，その活動を組織することができる

こと(4条l項)，スポーツ非営利社団は，スポーツ連盟に加盟しなければならないことは条 1

項)，スポーツ非営利社団の指揮者の選任は，公教育スクレテール・デタにより承認されなけれ

ばならず，且つ公教育スクレテール・デタはいつでも選任者の交代を要求できること(4条2

項)，またスポーツ非営利社団の承認を取り消すことができること(4条4項)，そして，同法の

規定に違反する者に対しては，罰金または拘禁の制裁を科すこと (14条)が定められた。このよ

うに1940年法によるスポーツ非営利社団規定は，著しく非民主的，国家管理的な内容のもので

あった。しかし，このような非民主的な規定であるにも関わらず，スポーツ非営利社団という

スポーツに関する特殊な団体の形態を示す法令用語は，戦後の法律においても用いられた。

2 スポーツ連盟 1940年法は， Iスポーツ連盟 (federationssportives) Jをスポーツ非営利社

団のーっとして定め，またその権限及び構成についても定めた。「スポーツ連盟」という用語も，

1940年法によりはじめて法律による規定がなされた。複数の団体が共通の目的を達成するため

に連携して組織した団体のことを「連合体」と定義するならば， 1940年法に定める「スポーツ

連盟」とは，スポーツ団体の連合体に関する特殊な組織形態を法律により定めたものといえる。

しかし， 1940年法は，スポーツ連盟の組織及び運営に関しても過度の制限を加えた。すなわち，

①スポーツ連盟の規則は，総合教育・スポーツ統括委員会の認可に服すること(6条2項)，② 

スポーツ連盟は，全国スポーツ委員会に加盟する義務があること(6条4項)，③スポーツ連盟

の役員会の構成員の半数は，公教育スクレテール・デタにより選任された者であること(7条)， 

④スポーツ非営利社団としての制限を受けること(6条1項)，⑤公教育スクレテール・デタは，

スポーツ連盟の役員会及ぴ総会の議決を無効にできること(8条)である。但し，スポーツ連盟

は，以上の組織運営上の制限とは逆に，特別な権限を有することも定められた。すなわち，①

スポーツ連盟が，スポーツ種目の規則を定めること(6条2項)，②スポーツ連盟は，スポーツ

非営利社団により組織されたスポーツ競技会からの収益の一部を先取りできること(6条2

項)，③スポーツ連盟は，加盟しているスポーツ非営利社団を監督し，スポーツ連盟の定める規

則に違反した加盟団体及び構成員に対して罰金及び懲戒制裁を宣告できること (6条3項)，④ 

スポーツ連盟のスポーツ登録証は，所持が義務であり，年間登録料を生じること (12条)である。

つまり，スポーツ連盟に対して1940年法は，一般の私法制度では認められない特別な権限を法

律により認めたのである。
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3 全国スポーツ委員会 1940年法は， Iスポーツ連盟の全活動を調整し，監督し，発展させ

るJ(9条 1項)機関として全国スポーツ委員会を設置した。従って，スポーツ連盟は，すべて

全国スポーツ委員会に義務として加入しなければならなかった(6条 4項)。この全国スポーツ

委員会には，次の権限が付与された。すなわち， I全国スポーツ委員会は，スポーツ競技会及ぴ

試合の組織及び運営の一般的条件に関する規則を定めJ(9条2項)ること，同委員会の規則に

違反する場合， I当該委員会は，当該スポーツ連盟，スポーツ非営利社団の連合もしくはスポー

ツ非営利社団に対して，または命じられた指示に違反したその構成員に対して，適用できる罰

金及ぴ懲戒制裁を宣告J(9条 3項)できることである。このようなスポーツ運動組織の統括機

関は，すでに，デクレにより全国スポーツ委員会として1908年に設置されており，スポーツ組

織全体を統括する機関として機能していた。また，全国スポーツ委員会は，設立当初より，そ

の定款において政府側の代表者を委員会の構成員とすることを定めていお。さらに附年法の

全国スポーツ委員会は， 1922年 3月6日のデクレにより公益的施設(etablissementd'utilite publi-

que) (注7)として認定された全国体育・スポーツ委員会 (comitenational d'education physique 

et des sports)が，その後名称変更したものであった(9条 1項)。

4 1940年法は，総合教育・スポーツ統括委員会，全国スポーツ委員会，スポーツ連盟，ス

ポーツ非営利社団をつなげた垂直的なスポーツ組織の構造を制度化した法律といえる。これは，

各種スポーツ団体の垂直的な組織上の関係を制度化することが，スポーツ組織全体を管理・監

督するために有効な組織構造であるとヴィシ一政府が考えたからである。また， 1940年法の実

行を確保し，スポーツ組織を国家管理するために，違反者に対しては厳しい制裁(注 8)が科さ

れた。

実際， 1940年法の前後におけるスポーツ団体の数と登録者数を比較すると，戦時中にも関わ

らずその数は急増している。すなわち，学校・大学スポーツ・オフィス(0.S. S. u.)は， 1938-39 

年に542団体， 17194人の登録者が， 42年には1253団体， 47017人に，フットボール連盟は， 38年

に5568団体， 188760人が， 43年に7242団体， 281202人に，陸上競技連盟は， 37年に1358団体，

26536人が， 43年に3761団体， 46402人になった (Gay-Lescotp. 43)。

四おわりに

1940年法は，フランスにおける最初のスポーツに関する総合的な法律となった。特に，一国

のスポーツ組織全体を規律する方法として，スポーツ組織の構成単位となる全国スポーツ委員

会，スポーツ連盟及ぴスポーツ非営利社団について規定し，その垂直的な組織構造をはじめて
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法律により制度化した。また， 1940年法は，各スポーツ団体の結成と活動の自由を著しく制限

し，スポーツ組織全体を国家管理するものであった。このようなスポーツ団体の垂直的な組織

化とスポーツ組織の国家管理化の動きは， 1940年法制定以前から存在していたが，ヴィシ一体

制において強力な権限を持ったボロトラ委員会により，はじめて法律により示されたのである。

1940年法の著しい国家管理的，非民主的な規定の部分は，戦後いち早く改められるが，スポー

ツ組織をこのようにいくつかの私法上の特別な団体に分類し，特別な法律により特別な権利能

力を当該団体に与える立法政策は，戦後も引き継がれることになったのである。

注

注 1) 閣議に出席する政府構成員をスクレテール・デタといい，閣外大臣または政務次官などと訳

されることもある。そして，その事務局をスクレタリヤ・デタという。

注 2) シュパリエは，ク、、ルノーブル大学及びパリ大学の法学部の教授を務めた人物で， 1941年 6月

7日に， I総合・スポーツ教育局」の局長となった。シュパリエは，初期ボロトラ委員会におい

て，最も活躍した人物であり (Gay-Lescot p. 27) ，ボロトラ委員会による各種スポーツ関係立

法にも影響があったと考えられる。 4)

注 3) 19億フランのうち， 15億フランは，学校の体育及びスポーツの施設に割り当てられた。 1939

年の体育に承認された予算が 5千万フランでしかなかったことからすると，その増加は飛躍的

なものであった (Gay-Lescotp. 30)。

注 4) I現代の騎士道」という言葉は，ヴイシ一政府によるスポーツの標語として用いられた。

注 5) スポーツ非営利社団，スポーツ非営利社団の連合及びスポーツ連盟または全国スポーツ委員

会だけが，スポーツ集会及ぴスポーツ競技会を組織することができた (13条 1項)。

注 6) 1939年 4月26日にゼイは， I体育及びスポーツの再組織計画」を発表し，スポーツ組織を再編

成しようとした。

注 7) 公益的施設とは， I私法上の法人格をもっ私的団体であり，ただその活動目的の公益性のゆえ

に，デクレによる認定を受けて行政機関から特別の便宜と援助を与えられるものである。」

注 8) 本法の規定に対する違反は， 200以上5000フランの罰金に (14条 1項)， I承認が拒否ずまたは取

消されたスポーツ非営利社団，スポーツ非営利社団の連合またはスポーツ連盟の維持もしくは

再組織に参加する者は誰でも， 15日以上 1年の拘禁及び200以上10000フランの罰金にJ(14条 2

項)処きれた。
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